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各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

犯罪被害者等支援のための多機関ワンストップサービスの開始に伴う県警察の

対応について

犯罪被害者等施策については、「犯罪被害者等施策の一層の推進について」（令和５

年６月６日犯罪被害者等施策推進会議決定）を受けて、警察庁において開催した「地

方における途切れない支援の提供体制の強化に関する有識者検討会」の取りまとめ（以

下「取りまとめ」という。）を踏まえ、犯罪被害者等支援におけるワンストップサービ

スの実現に向け、必要な施策を実施することとされたところ、今般、知事部局におい

て、別添１のとおり、「青森県犯罪被害者等に対する連携支援実施要綱」（以下「要綱」

という。）を制定し、本県における犯罪被害者等支援のための多機関ワンストップサー

ビスが令和７年10月１日から開始されたところである。

本県における多機関ワンストップサービスの概要及び本県警察において取り組むべ

き事項については、下記のとおりであるので、これを踏まえ、関係機関・団体と一層

連携した犯罪被害者等支援に努められたい。

記

１ 多機関ワンストップサービスの概要

(1) 犯罪被害者等支援に携わる機関・団体に期待される役割

犯罪被害者等施策は、犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号）の基本理念

に基づき、犯罪被害者等が、被害原因や居住地域にかかわらず、その置かれてい

る状況等に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるよう

になるまでの間、必要な支援を適時適切に途切れることなく受けることができる

よう講ぜられる必要がある。

取りまとめにおいて、犯罪被害者等支援の現場である地方においては、都道府

県及び市区町村、都道府県警察、民間被害者支援団体等の様々な機関・団体が活

動しているところ、基本理念を踏まえ、これらの機関・団体が連携して対応する

ため、それぞれに期待される役割が整理された。

特に、都道府県には、広域自治体として、域内の犯罪被害者等施策を総合的に

推進し、市区町村や民間被害者支援団体に対する支援を行うとともに、多機関ワ

ンストップサービスの中核的役割を担うこと、また、基礎自治体である市区町村



には、様々な生活を支援する各種制度・サービスの実施主体として犯罪被害者等

のニーズに応じた支援を提供するとともに、関係機関・団体と連携し、域内の犯

罪被害者等施策を推進することなどが期待されている。

一方、都道府県警察には、犯罪被害者等からの相談を第一次的に受けることが

多い機関として、所管業務にとらわれず、犯罪被害者等のニーズを把握するとと

もに、そのニーズに応じて、関係機関・団体に対して情報提供や橋渡しを行うほ

か、事件の当事者である犯罪被害者等が刑事手続に関与する際の負担が大きいこ

とに配意した警察活動を行うこと、多機関ワンストップサービスに参画し、関係

機関・団体と連携して、犯罪被害発生後速やかに実施しなければならない支援（被

害直後の初期支援、相談対応、安全確保、心理的ケア等）を提供することなどが

期待されている。

(2) 多機関ワンストップサービスの目的

犯罪被害者等支援においては、犯罪被害者等がいずれかの機関・団体に相談や

問合せをすれば、その後は必要な支援が関係機関・団体によって一元的に途切れ

なく提供されることが重要であり、多機関ワンストップサービスの目的は、犯罪

被害者等のニーズに応じ、複数の関係機関・団体が持つ、利用できる全ての制度

・サービスを包括して漏れなく届け、かつ、犯罪被害者等が制度・サービスを利

用する際の負担軽減に資することである。

(3) 本県における多機関ワンストップサービスの仕組み

犯罪被害者等支援においては、県警察や民間被害者支援団体による支援だけで

は十分ではなく、被害直後の生活急変や刑事裁判等の終了後も含めた中長期にわ

たる生活再建を支援するという観点から、県や市町村が提供する生活を支援する

各種制度・サービスにも、犯罪被害者等のニーズを踏まえ、漏れのないようにつ

ないでいくことが求められており、本県における多機関ワンストップサービスは

別添２のとおり

① 県が中核となり、県から委託を受け、公益社団法人あおもり被害者支援セ

ンター（以下「被害者支援センター」という。）に配置された犯罪被害者等支

援コーディネーター（以下「支援コーディネーター」という。）が支援全体の

ハンドリング（調整）を行う。

② 犯罪被害者等からの相談・問合せを受けた県、市町村、県警察、被害者支

援センター等の相談受理機関等は、本人の同意を得て、支援コーディネータ

ーに情報を集約する。

③ 支援コーディネーターは、犯罪被害者等と面談してそのニーズを把握し、

支援計画等の立案等を行う。

④ 必要に応じて、県が支援に関係する機関等による「青森県犯罪被害者等支

援調整会議」を開催し、犯罪被害者等のニーズに応じた支援を提供する機関

・団体が情報を共有し、支援内容をパッケージで検討・決定する。

⑤ 支援に関係する機関・団体が、支援計画に基づき支援を提供する。

という仕組みとすることで、複数の機関・団体による複数の制度・サービスを提

供する必要が見込まれる場合の支援を行うものである。



２ 県警察における取組

(1) 犯罪被害者等支援に携わる機関・団体に期待される役割を踏まえた連携

上記１(1)を踏まえ、職員一人ひとりが警察に期待される役割を積極的に果たし

つつ、地方公共団体をはじめとする関係機関・団体とそれぞれの役割について、

相互に認識を共有し、連携して対応すること。

(2) 被害者支援連絡協議会等を活用した関係機関・団体との連携

個別事案において犯罪被害者等へ適切な支援を提供するには、日頃から、支援

に携わる関係機関・団体が各層において、顔の見える関係を作り、基本認識等を

共有し、相互理解を深めておくことが肝要であるため、「青森県被害者支援連絡協

議会及び被害者支援地区ネットワークの設置並びに活性化について」（令和７年３

月11日付け警務第393号）を踏まえ、関係機関・団体と連携し、引き続きその活性

化を図ること。

(3) 犯罪被害者等からのニーズの把握

犯罪被害者等が何を望んでいるか、犯罪被害者等に何が必要かを常に念頭に置

き、犯罪被害者等のニーズの把握に努めること。

なお、犯罪被害者等のニーズに即した適切な支援を行うため、要綱に定める対

象犯罪行為に該当し、かつ、県警察以外の複数の関係機関・団体による支援が必

要と認めた場合は、その状況を「被害者支援に係るサポートカードの作成及び保

管管理要領の制定について」（令和５年10月19日付け警務第242号。）に定めるサポ

ートカードに記載の上、遅滞なく警察本部警務課長へ報告すること。

(4) 支援コーディネーター等への情報提供

警察本部警務課長は、警察署等からの報告により、多機関ワンストップサービ

スの提供が必要と認め、かつ、犯罪被害者等が同サービスの提供を希望する場合

は、要綱に定める「相談受理票（兼情報提供票）」（第１号様式）（以下「相談受理

票」という。）を作成するとともに、支援コーディネーター等に対して個人情報を

提供することについて、犯罪被害者等から「個人情報提供同意書」（第２号様式）

（以下「同意書」という。）により同意を得て、その写しを支援コーディネーター

等へ交付することで情報提供を行うこと。

なお、情報提供票及び同意書は、多機関ワンストップサービスの提供終結日が

属する年度の末日から５年間（この期間が経過する前に多機関ワンストップサー

ビスの提供が再開された場合は、再開後の多機関ワンストップサービスの提供終

結日が属する年度の末日から５年間）保存するものとする。

併せて、犯罪被害者等に充実した支援を提供するためには、必要な機関・団体

間で迅速に情報提供を図る必要がある一方で、犯罪被害者等に関する情報は、個

人情報保護法において「要配慮個人情報」（犯罪により害を被った事実）であるこ

とを踏まえ、要綱の個人情報取扱特記事項を遵守すること。

(5) 青森県犯罪被害者等支援調整会議への積極的な参画

個別の事案において、支援コーディネーターが、青森県犯罪被害者等支援調整

会議の開催が必要と判断し、招集の要請があった際は、警察本部警務課犯罪被害

者支援室に加え、個別の事案への対応を進める上で必要と判断される所属が招集



されることがあるため、警察本部警務課犯罪被害者支援室と連携の上、参画する

こと。

(6) 犯罪被害者等に対する情報提供の強化

警察本部警務課長は、犯罪被害者等が自身の状況や問題に応じた相談先や利用

可能な支援に関する情報等に速やかにアクセスできるよう、警察庁ポータルサイ

トを活用するなどし、犯罪被害者等に対する情報提供の強化に努めること。

担当：警務課犯罪被害者支援室

※ 別添１様式一部省略





















 

   
  

  

 




